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公          告 

 

令和６年４月１日 

 

 令和６年度において、広島市及び広島市水道局が発注する地質調査業務、測量業務、土木関係建設

コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務（以下「建

設コンサルタント業務等」という。）に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」とい

う。）に参加しようとする者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）の要件及び当該資格

の審査申請（以下「申請」という。）の手続等について、広島市契約規則（昭和３９年広島市規則第２

８号）第３条第４項（同規則第１９条第２項の規定により準用する場合を含む。）及び広島市水道局契

約規程（昭和３９年水道局規程第８号）第５条第４項（同規程第２１条第２項の規定により準用する

場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり、公告します。 

 

 

広 島 市 長 松 井 一 實 

広島市水道事業管理者 村 上 裕 之 

 

 

１ 競争入札に参加しようとする者に必要な資格の要件 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号のいずれにも該当し

ない者であること。 

 ⑵ 広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、次のいずれかに該当すると認められた後

３年（広島市長又は広島市水道事業管理者が３年の範囲内で別に期間を定めた場合にあっては、

その期間）を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人

として使用する者でないこと。 

  ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正の行為をした者。 

  イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合した者。 

  ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 

  エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施

に当たり職員の職務の執行を妨げた者。 

  オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の

事実に基づき過大な額で行った者。 

  キ この号（このキを除く。）の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の

締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 

 ⑶ 営業に関し法律上必要とする資格を有している者であること。 

  ア 測量業務について申請しようとする者は、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第

１項の規定による登録を受けている者であること。 

  イ 建築関係建設コンサルタント業務のうち建築一般について申請しようとする者は、建築士法

（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定による登録を受けている者であること。 

 ⑷ 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱（平成１８年６月１日施行。以下「取扱要

綱」という。）第１１条第１項（第３号及び第４号に係る部分に限る。）又は同条第２項若しくは

第３項若しくは第１１条の２第１項（いずれも取扱要綱第１１条第１項（第３号及び第４号に係

る部分に限る。）の規定に相当する規定に限る。）の規定その他これらに類する広島市又は広島市

水道局の要綱等の規定（これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。）により、競

争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加する

ことができない期間を経過していること。 

 ⑸ 取扱要綱第１１条の３第１項又は第２項（いずれも取扱要綱第１１条第１項（第３号及び第４
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号に係る部分に限る。）の規定に相当する規定に限る。）の規定その他これらに類する広島市又は

広島市水道局の要綱等の規定（これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。）によ

り、広島市又は広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加するこ

とができないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過してい

ること。 

 ⑹ 申請（入力）の時に広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 ⑺ 広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領（平成１６年１２月１日施行）第４条に規定す

る広島市小規模修繕契約希望者名簿に登録されている者でないこと。 

 

２ 資格審査の申請手続 

 ⑴ 申請方法 

   申請者は、インターネットを利用して広島市ホームページ(httpｓ://www.city.hiroshima.lg.jp/)「事業

者向け情報」から「電子入札」、「広島市電子調達システムポータルサイト」にアクセスし、「業者

登録受付システム」により、申請入力画面上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、

別記に掲げる書類１部を下記⑶の期限までに郵便等により提出すること。 

 ⑵ 申請（入力）期間 

  ア 令和６年度１回目：令和６年 ５月１３日（月）から同年 ５月１７日（金）まで 

  イ 令和６年度２回目：令和６年 ７月２９日（月）から同年 ８月 ２日（金）まで 

     広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１条第１項に規定する市の休日

を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで（同入力時間内に入力・送信を完了させること。） 

 ⑶ 提出書類の提出期限 

  ア 令和６年度１回目：令和６年 ５月３１日（金）必着 

  イ 令和６年度２回目：令和６年 ８月２３日（金）必着 

 ⑷ 補正等について 

   申請書類の補正を求めた場合又は追加で書類の提出を求めた場合において、指定した期限まで

に補正又は書類の提出が行われなかったときは、当該申請に係る競争入札参加資格の認定を行わ

ない。 

 ⑸ 送付（提出）先 

〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部工事契約課（本庁舎１５階） 

    電話（０８２）５０４－２２８０(直) 

 

３ 資格審査及び結果の通知 

  前記１に掲げる資格要件に適合しているかどうかについて、前記２の申請手続により提出された

書類により審査した結果は、後記５に掲げる日の前に、登録のあったＥ－ｍａｉｌアドレス宛に電

子メールを送付することによって通知する。なお、競争入札参加資格を有すると認定した者を「令

和６年度広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者名簿」に登載する。 

 

４ 資格の有効期間 

⑴  競争入札参加資格の有効期間は、広島市長及び広島市水道事業管理者が定める日（以下「有効

期間開始日」という。）から令和６年度の末日までとする。ただし、令和７年度においても、令

和７年度及び令和８年度の建設コンサルタント業務等に係る競争入札参加資格の有効期間開始日

の前日までの間は、なお効力を有する。 

⑵  競争入札参加資格は、資格の有効期間内に入札公告等を行う建設コンサルタント業務等の競争

入札に参加することができる資格とする。 

⑶  令和６年度の資格の有効期間内に入札公告等を行う競争入札のうち、落札者等を決定するまで

の間に令和７年度及び令和８年度の有効期間開始日が到来したものについては、⑴にかかわらず、

当該競争入札に参加する者に限り、落札者等を決定する時までは、令和６年度の資格がなお有効

に存続するものとみなす。 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/
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５ 有効期間開始日 

 ⑴ 令和６年度１回目：令和６年７月下旬（予定） 

 ⑵ 令和６年度２回目：令和６年９月下旬（予定） 

６ 申請の業種区分について 

  次に掲げる業種の区分に従い申請すること。 

 ⑴ 地質調査業務 

 ⑵ 測量業務 

 ⑶ 土木関係建設コンサルタント業務 

 ⑷ 建築関係建設コンサルタント業務 

 ⑸ 補償関係コンサルタント業務 

 

７ 資格認定後の辞退について 

  競争入札参加資格の認定後において、特段の理由なく競争入札参加資格を辞退した場合は、当該

競争入札参加資格の認定通知書に記載された有効期間内においては、申請を受け付けない。 

 

８ 申請書の内容変更等の届出について 

⑴  申請書提出後、競争入札参加資格の認定前に、申請事項（登録関係、所在地、電話番号、商号

又は名称、代表者氏名、使用印鑑、委任関係、資本金等）に変更が生じた場合には、広島市財政

局契約部工事契約課へ連絡すること。また、競争入札参加資格の認定後に、認定事項に変更が生

じた場合には、インターネットを利用し、広島市のホームページ「事業者向け情報」から「電子

入札」、「広島市電子調達システムポータルサイト」にアクセスし、「業者登録受付システム」に

より変更事項を入力・送信の上、出力した申請書等を広島市財政局契約部工事契約課（前記２

⑸）へ郵送等により直ちに提出すること。 

⑵  営業の廃止等の理由により、申請書の提出後に申請を取り下げる場合にあっては競争入札参加

資格審査申請取下書を、競争入札参加資格の認定後に競争入札参加資格を辞退する場合にあって

は競争入札参加資格辞退届を、それぞれ直ちに広島市財政局契約部工事契約課へ提出すること。 
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  別 記 

 

建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請書類一覧表 
 

１ 競争入札参加資格審査申請書（「業者登録受付システム」から印刷するもの。「業者登録受付シス

テム」から印刷する申請受付内容を含む。） 

２ 使用印鑑届（「業者登録受付システム」から印刷するもの） 

３ 委任状（入札契約権限をその使用人に対し委任しようとする場合。「業者登録受付システム」から

印刷するもの） 

４ 口座振替依頼書（新規申請の場合又は振替口座を変更等する場合。「業者登録受付システム」から

印刷するもの） 

５ 法人にあっては法人登記の履歴事項全部証明書（写し可。発行年月日が申請（入力）日の３か月

前の日以降のもの）、個人にあっては身分証明書（写し可。証明年月日が申請（入力）日の３か月前

の日以降のもの）及び誓約書（個人申請用）（「業者登録受付システム」から印刷するもの） 

６ 消費税及び地方消費税の納税証明書（写し可。「その３」、「その３の２」又は「その３の３」のい

ずれかの、未納の税額がない旨の証明書。証明年月日が申請（入力）日の３か月前の日以降のもの）

（ｅ－Ｔａｘを利用して電子納税証明書（ＰＤＦ形式）が交付された場合には、交付された電子納

税証明書をＡ４サイズに印刷したものでも可） 

７ 広島市への納税義務がある場合にあっては広島市税の納税証明書（写し可。納付すべき市税の滞

納がない旨の証明書。証明年月日が申請（入力）日の３か月前の日以降のもの）、広島市の区域内に

事業所等を有さず、広島市への納税義務がない場合にあっては、その旨の申立書（「業者登録受付シ

ステム」から印刷するもの） 

８ 技術者経歴書 

９ 営業に関し法律上必要とする登録の証明書等の写し 

10 法人にあっては申請（入力）日の直前の事業年度終了の日の直前１年の事業年度に係る財務諸表

の写し、個人にあっては前年の青色申告書の貸借対照表及び損益計算書の写し 

ただし、他の提出書類に添付して当該書類を提出する場合は、重複して提出する必要はない。 

11 営業所等調書兼実態調査同意書（広島市の区域内に所在する営業所等の長が入札権限を有する場

合に限る。） 

12 定形郵便物（２５ｇ以内）における郵便料金相当額の普通切手（建設コンサルタント業務等に係

る競争入札への参加を初めて希望する者及びパスワード再発行希望者に限る。） 


